
川崎市自転車利用基本方針【概要版】

１．背景と目的

■背景

■目的

 自転車は、便利で身近な乗り物として、通勤・通学、買物、サイクリング、レ
ジャーなど、日常生活から余暇活動まで、様々な場面で利用されていま
す。

 これまで、自転車関連課題に対して通行環境整備、駐輪対策やルール・
マナー啓発など様々な取組を行い、一定の成果を上げてきましたが、課
題も残されていることから、さらなる施策の充実が求められています。

 一方で、平成２９年５月に｢自転車活用推進法｣が施行され、自転車の活
用が期待されております。

 「通行環境整備」「駐輪対策」「ルール・マナー啓発」のさらなる取組の充実
を図るとともに、「自転車活用推進法」の趣旨を踏まえ、「自転車の活用」と
いう視点での新たな取組の実施に向けては、互いに連携し、効果を高め
合いながら施策を推進していく必要があることから、自転車利用の方向性
を示す方針を策定するものです。

４．自転車活用の可能性

・川崎市は多摩川の右岸に沿って細長く広がっており、市内には川崎大師や生田緑地などの観光資源が点在しています。

・多摩川沿いにはサイクリングコースが整備され、平日は通勤・通学目的、休日は運動やレジャー目的で多く利用されています。

・現在整備が進められている羽田連絡道路には自転車道が整備されることとなっており、完成後は羽田空港へのアクセスも向上し、

立地的にも今後幅広く自転車を活用する潜在的な力があります。

課題

効率的、効果的な整備の推進に向け
て、自転車通行環境のネットワークを
示す必要がある

自転車道

課題

■自転車が活かせる環境

３．これまでの取組と課題

■国において、平成２８年に「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」
の改定や平成２９年に「自転車活用推進法」が施行されるなど、近年、自転車
を取巻く環境に大きな変化が生じています。

２．自転車に関わる社会的な動向

○自転車活用推進法第8条（基本方針）

①自転車通行環境の整備

③シェアサイクル施設の整備
⑤良質な自転車の供給体制の整備
⑦情報通信技術等による自転車の管理
⑨国民の健康の保持増進
⑪自転車と公共交通機関との連携の促進
⑬自転車を活用した国際交流の促進

■通行環境整備
・約16ｋｍの通行空間

を整備

・現在、自転車通行環

境整備実施計画に基

づき、事故多発箇所

などの整備を推進

課題

課題

朝よりも夕方に放置自転車が多く、夕
方における放置自転車の減少は鈍化
傾向にある

■駐輪対策

①駐輪場の整備 ②放置自転車の

撤去活動市営駐輪場

平成28年度末

136箇所

46,524台整備

（バイク含まず）

放置自転車は、

5年前の約3割

に減少(平日9時)

自転車利用者のルール認知度は高い
が遵守率が低く、また、神奈川県内で
も自転車関連事故の割合が高い

②マナーアップ指

導員による指導

■ルール・マナー啓発

①スケアードス

トレイト方式

の安全教室 平成28年度
約5,100件の
マナーアップ
カード交付

延長 3.6km 7.8km4.3km

整備

形態

自転車道 自転車専用通行帯 車道混在

年　月 内　容

平成28年3月

平成28年7月

平成29年5月

「自転車ネットワーク計画策定の早期進展」と「安全な自転車通行

空間の早期確保」に向けた提言

（安全で快適な自転車利用創出の促進に関する検討委員会）
・段階的なネットワーク計画策定方法の導入など

「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」の改定

・自転車ネットワーク計画策定の推進

「自転車活用推進法」の施行

・自転車の活用を総合的かつ計画的に推進

平成29年3月末現在

資料２

②路外駐車場の整備、指定見直し

④自転車競技施設の整備
⑥自転車安全に寄与する人材の育成
⑧交通安全に係る教育及び啓発
⑩自転車活用による青少年の体力の向上
⑫災害時の自転車の有効活用
⑭観光旅客の来訪の促進、地域活性化
支援

１

※法令の文章を平易な表現に変えて表記しています。
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こどもの国

羽田連絡道路
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主要エリア※
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※主要駅や人が多く集まる地域等
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羽田空港

川崎大師
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多摩川サイクリングコース
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５．基本方針について

■自転車利用基本方針の４つの視点

７．自転車利用基本方針策定後の流れ

課題

自転車道６．基本方針の位置づけ

通行環境整備

【方針１】安全で快適な自転車ネットワークの構築
・自転車ネットワーク計画の策定
・状況に応じた通行空間の確保

【方針２】自転車通行環境の適正管理
・自転車通行環境整備台帳の作成
・整備状況の情報発信

駐輪対策

【方針１】交通ルールの周知・徹底とマナーの向上
・年齢段階に応じた自転車等交通安全教育の推進
・交通ルールの見える化の推進
・自転車利用ルールの広報・啓発を推進
・交通ルール違反に対する指導・誘導・取締りの強化

【方針２】自転車の安全・安心利用に備える
・損害賠償保険の普及啓発
・自転車点検整備の促進

ルール・マナー
啓発

【方針１】駐輪場の利用促進
・駐輪ニーズに応じた対応
・施設情報の提供促進

【方針２】地域特性に合わせた駐輪場の適正な配置・確保
・駐輪場の適正配置の検討
・適正量の駐輪場確保

【方針３】適正な自転車利用への誘導
・放置されにくい啓発手法の検討

【方針１】自転車に親しむ機会の創出
・サイクルスポーツの環境づくり、市民の健康の保持増進、市民の体力
向上
・観光客の来訪促進、地域活性化の支援、シェアサイクル施設の整備

【方針２】新たな分野への自転車の活用
・新たな分野への自転車の活用

自転車の活用

基 本 方 針視 点

・川崎市総合計画
・川崎市都市計画マスタープラン全体構想
・川崎市総合都市交通計画

川崎市自転車利用
基本方針

・通行環境整備
・駐輪対策
・自転車の活用
・ルール・マナー啓発

・自転車の適正利用に向けた
駐輪場利用促進プラン
・新多摩川プラン
・新・かわさき観光振興プラン
・川崎駅東口周辺地区総合自
転車対策基本計画

関連計画

川崎市自転車活用推進計画

・自転車の安全利用の促
進及び自転車等の駐車
対策の総合的推進に関
する法律
・自転車活用推進法

など

法 律

上位計画

川崎市の
自転車通行環境整備に関する考え方

■「川崎市総合計画」や「川崎市総合都市
交通計画」等を上位計画とし、「自転車の
適正利用に向けた駐輪場利用促進プラン」
等を関連計画として策定します。

■今後の取り組み

①「川崎市自転車活用推進計画」
基本方針の策定後は、具体的な取組の実施に向け、川崎市自転車活用推進計画を策定し、事業を
推進します。策定にあたっては、「通行環境整備」「駐輪対策」「自転車の活用」 「ルール・マナー啓発」
の基本方針や取組の方向性に基づき、4つの視点それぞれで、もしくは連携して実施する具体的な取
組内容や実施時期等について検討します。

②「自転車ネットワーク計画」
「通行環境整備」の基本方針である「安全で快適な自転車ネットワークの構築」の早期実現に向け、川
崎市自転車活用推進計画と並行して自転車ネットワーク計画の策定を行います。検討にあたっては、こ
れまで自転車通行環境整備を行ってきた「緊急整備箇所」や、市内の交通状況、自転車利用状況等を
踏まえるほか、「自転車の活用」の視点から、観光利用のための自転車ネットワークの検討も行います。

これまで取組んできた「通行環境整備」、
「駐輪対策」、「ルール・マナー啓発」の３つ
の視点に、自転車活用推進法の施行を契機
に「自転車の活用」を新たな視点として加え、
これら4つの視点について基本的な方針を
策定するものです。
これらの視点は、それぞれ連携しながら魅
力と活力に満ちたまちづくりの実現に向けた
取組を推進します。

通
行
環
境
整
備

ル
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ル
・
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ナ
ー
啓
発

駐
輪
対
策

自
転
車
の
活
用

さらなる安全・安心の向上

自転車を活用したまちの魅力向上

２

｢通行環境整備｣

｢駐輪対策｣

｢自転車の活用｣

｢ルール・マナー啓発｣

の連携した事業の推進

｢通行環境整備｣
の取組推進

｢駐輪対策｣
の取組推進

｢ルール・マナー啓発｣
の取組推進

川
崎
市

通行環境整備
整備

駐輪対策

自転車の活用

ルール・
マナー啓発

政
府

H30.3

自転車活用推進
計画策定

多摩川サイクリング
コースの整備

川崎市自転車
利用基本方針

策定
「通行環境整備」

「駐輪対策」

「自転車の活用」

「ルール・

マナー啓発」

の方針を定める

川崎市自転車

活用推進計画

策定
「通行環境整備」

「駐輪対策」

「自転車の活用」

「ルール・

マナー啓発」

の施策を定める
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○損害賠償保険の普及啓発
・損害賠償保険の加入促進に向けた手法の導入を図ります。

○自転車点検整備の促進

【方針１】交通ルールの周知・徹底とマナーの向上
○年齢段階に応じた自転車等交通安全教育の推進
・各年齢段階における交通安全教育を推進するとともに、成人への交通安全教育の
場・機会の創出を図ります。

○交通ルールの見える化の推進
・ルールを知らなくても自転車通行位置等がわかるよう、矢羽根など自転車通行環境整
備を推進します。また、誰にでも分りやすい自転車利用ルールブックを作成します。

○自転車利用ルールの広報・啓発を推進
・自転車通行環境整備と連携し、自転車利用者以外の道路利用者も対象として、自
転車利用ルールの周知に向けた啓発を推進します。
・実施にあたっては、キャンペーンなどの開催等において、キャラクターの活用などを含め、
発信力、継続力のある広報、啓発方法の導入を図ります。

○交通ルール違反に対する指導・誘導・取締りの強化
・マナーアップ指導員による指導を推進します。

【方針２】自転車の安全・安心利用に備える

◯繰り返し学習する機会の構築に向け、各年齢段階における
教育・学習機会の充実や、継続的な啓発活動が必要です。

◯特に、事故の当事者となる割合の高い成人に対する教育の
場の構築と、参加促進に向けた施策の展開が必要です。

◯多くの人に自転車の安全利用について知ってもらい、行動し
てもらうために、発信力のある広報・啓発が必要です。

◯繰り返し学習する機会の構築に向け、各年齢段階における
教育・学習機会の充実や、継続的な啓発活動が必要です。

◯特に、事故の当事者となる割合の高い成人に対する教育の
場の構築と、参加促進に向けた施策の展開が必要です。

◯多くの人に自転車の安全利用について知ってもらい、行動し
てもらうために、発信力のある広報・啓発が必要です。

課題１ より多くの人への安全教育の推進課題１ より多くの人への安全教育の推進

◯交通事故を未然に防ぐため、自転車利用ルールの認知度・
遵守率の向上や、交通違反に対する指導や啓発、また、
自転車整備不良への注意喚起が必要です。

◯事故による損害賠償に対する意識の向上や、自転車の損
害賠償保険の普及促進が必要です。

◯交通事故を未然に防ぐため、自転車利用ルールの認知度・
遵守率の向上や、交通違反に対する指導や啓発、また、
自転車整備不良への注意喚起が必要です。

◯事故による損害賠償に対する意識の向上や、自転車の損
害賠償保険の普及促進が必要です。

課題２ 自転車事故の発生状況や利用実態に
合わせた対策の検討・実行

課題２ 自転車事故の発生状況や利用実態に
合わせた対策の検討・実行

（４）ルール・マナー啓発 ルール・マナー啓発イメージ図

学校

企業

鉄道駅

地域自転車ネットワーク

マナーアップ指導員

啓発活動

啓発活動

商店街

商業施設

啓発キャンペーン

ルールの見える化

４

時間利用P

定期利用P

○自転車のもつ特徴やメリット、様々な活用方法について
知ってもらうことで、自転車の魅力発見や、様々な活用
機会の創出が期待できます。

○観光やレジャー、災害など、市民の生活やまちづくりの視
点から、これまで自転車を活用していなかった分野におい
ける活用の可能性があります。

○自転車のもつ特徴やメリット、様々な活用方法について
知ってもらうことで、自転車の魅力発見や、様々な活用
機会の創出が期待できます。

○観光やレジャー、災害など、市民の生活やまちづくりの視
点から、これまで自転車を活用していなかった分野におい
ける活用の可能性があります。

ポイント1 自転車の新たな魅力や活用方法の発見ポイント1 自転車の新たな魅力や活用方法の発見

（３）自転車の活用

○自転車の利用によって、人々の行動範囲の広がりや、地
域の回遊性向上が期待できるとともに、地域の新たな魅
力を発見する機会につながります。

○自転車の利用によって、人々の行動範囲の広がりや、地
域の回遊性向上が期待できるとともに、地域の新たな魅
力を発見する機会につながります。

ポイント2 自転車利用による利便性向上と地域の
魅力発見

ポイント2 自転車利用による利便性向上と地域の
魅力発見

◯今後、自転車の活用を促進するためには、自転車を安全
に利用する環境づくりをさらに推進していく必要があります。

◯今後、自転車の活用を促進するためには、自転車を安全
に利用する環境づくりをさらに推進していく必要があります。

ポイント3 安全・適正な自転車利用へ向けたさらな
る施策の充実

ポイント3 安全・適正な自転車利用へ向けたさらな
る施策の充実

【方針1】 自転車に親しむ機会の創出

○サイクルスポーツの環境づくり、市民の健康の保持増進、市民の体力向上
・自転車の持つ魅力や楽しさに市民が触れる機会を創出する、サイクルスポーツの環境づくり
に取り組みます。
・市民の健康の保持増進に向け、多摩川サイクリングコースの充実を図るとともに、民間活
力によるサイクルステーションの設置に向けた取組を推進します。
・民間活力を利用し、多摩川の自然を楽しみながら体力向上が図れる自転車イベントなど
の開催を促進します。

○観光客の来訪促進、地域活性化の支援、シェアサイクル施設の整備
・多摩川サイクリングコースを基軸に、近隣都市と連携を図りながら、生田緑地や等々力緑
地などの観光資源を自転車で快適に回遊できる自転車観光ネットワークの構築に向けた
取組を推進します。
・市民に親しまれる川崎競輪場づくりに取り組みます。
・自転車に関する施設や企業、多摩川サイクリングコースや平坦な地形など、特色を活かし
た自転車の観光利用の検討に取り組みます。
・シェアサイクルが、観光客のアクセス手段の充実、商業活性化や放置自転車対策などに効
果があるか実証実験を行い導入の検討に取り組みます。

【方針2】 新たな分野への自転車の活用

○新たな分野への自転車の活用
・自転車の持つ特徴を踏まえ、災害時に情報伝達などへの活用、国際交流のツールとして自
転車の活用及び公共交通との連携など、新たな分野への自転車活用の可能性について検
討します。

自転車の活用イメージ図
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